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令和６年度内部統制評価報告書 
 

豊田市は、地方自治法第１５０条第４項の規定に基づき、令和６年度の内部統制の整備
及び運用状況について点検及び評価を実施し、報告書を作成しました。 
 
１ 内部統制の整備及び運用に関する事項 
  豊田市⾧は、豊田市の内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「豊田市内部統

制に関する方針」を策定し、当該方針に基づき財務等に関する事務に係る内部統制体制
の整備及び運用を行っています。 

  なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能
することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、
内部統制の目的の達成を阻害する全てのリスクを防止し、または、当該リスクの顕在化
を適時に発見することができない可能性があります。 

 
２ 評価手続 
  本市においては、令和６年度を評価対象期間とし、令和７年３月 31 日を評価基準日

として、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成 31 年
３月総務省公表。令和６年３月改定。以下「ガイドライン」という。）の「Ⅳ 内部統制
評価報告書の作成」に基づき、本市が取り扱う事務に係る内部統制の評価を実施しまし
た。 

また、本市行政委員会及び公営企業については、市⾧と連携して効率的かつ適正な事
務の執行により住民の福祉の向上を図るという組織目的に鑑み、市⾧部局と統一基準に
より内部統制の推進・評価を行うことが求められることから、各行政委員会及び公営企
業についても、市⾧部局と同様の内部統制の取組を進めると共に評価を行い、その結果
を本報告書に記載しています。 

 
３ 評価結果 

上記の評価手続のとおり評価を実施した結果、評価期間中における重大な不備を把握
したため、本市の財務等に関する事務に係る内部統制は、評価基準日において有効に整
備・運用されていないと判断しました。 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

４ 不備の是正に関する事項 
（１）個人情報の管理方法 

 上半期において、委託業者に受け渡した約１５万人分の税情報等の個人情報が漏
えいする事案がありました。原因は、一義的に同社にあると捉えていますが、これ
を契機に、個人情報を取り扱う委託業務について全庁点検を行ったところ、市にお
いては、委託業務を監督する意識が希薄な部分があり、委託先における個人情報の
取扱いや安全管理措置等を過信してしまっているという課題が顕在化しました。そ
こで、再発防止に向けて、ルールの見直し、所属⾧に対し個人情報の適正な取扱い
の徹底を指示する文書を通知するなどの是正策を講じました。 

 

（２）小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における利用者の自己負担額の算定
誤り 

   小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業において、利用者の自己負担額の
算定を誤り、令和３年５月から令和６年５月までに支給決定した１０件のうち８件
（６人）に対し、本来より少ない金額（計 65,720 円の不足）で用具を給付する事
案が発生しました。本件は、令和２年度の業務移管後に作成した事務マニュアル上
の算定方法の記述が誤っていたとともに、国の要綱変更及び担当職員交代時に事務
内容の確認を怠ったために生じたものであり、再発防止に向けて、事務マニュアル
に正しい算定方法を記載するとともに、担当内で研修を実施しました。 
 

（３）市ホームページにおける個人情報の不適切な取扱い 
   補助金の決定を受けた団体の活動内容や補助申請内容が記載されたデータにおい

て、個人情報が含まれたままの不適切なデータを市のホームページへ掲載したため、
６６人（１４団体）の氏名及び住所が閲覧できる状態であった事案が判明しました。
本件は、担当職員の個人情報に該当する部分の黒塗り方法の理解が不十分だったと
ともに、管理職等の個人情報処理の重要性の認識不足のために生じたものであり、 
再発防止に向けて、個人情報を含む資料を黒塗りする際の手順及びチェックリスト
を作成し、担当内で研修を実施しました。また、ホームページ掲載時の全庁へ向け
たマニュアルに個人情報の取扱いに係る注意喚起の文言を追記し、全庁へ周知しま
した。 
 

 上記３件については、事務の概要、影響、原因、是正の内容を全庁的に情報共有すると
ともに、同様のリスクを含む業務を所管している場合には、あらためて業務マニュアル等
の点検、見直しを実施するなど、再発防止に取り組んでまいります。 
 

 令和７年４月１日             豊田市⾧ 太田 稔彦 



  

 

 

令和６年度豊田市内部統制評価報告書に係る附属資料 
 
 
１ 評価対象期間 
   令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
 
２ 取組概要 
（１）次の区分について、取組状況に不備が無いかを評価した。 

ア 全庁的な内部統制 
「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成 31 年３

月総務省公表。令和６年３月改定。）」に掲げられた評価項目に対応する全庁的な内
部統制の整備・運用状況を確認・評価。 

   
  イ 業務レベルの内部統制 

（１）点検対象事務を抽出して不備の有無や対応状況を確認・評価 
① 業務担当者による点検 
② 各所属における点検 
③ 部局における各所属の点検状況の確認 
④ 事務局による評価 

（２）顕在化した事務ミス案件に対する対応状況を確認・評価 
① ミス発生時の初期対応 
② 原因分析、対策立案、公表 
③ 事後の情報共有、再発防止 

 
（２）上記（１）で不備があった場合には、「整備上の不備」又は「運用上の不備」の別

を確認し、経済的社会的な影響度等を考慮の上、当該不備が「重大な不備」に該当
するかを確認し、内部統制の有効性を評価した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

整備上の不備 
・ ルールやマニュアルが存在しない、又は規定されている方針や手続

では事務ミス等が発生する可能性が高い状態となっている。 
運用上の不備 

・ リスク対応策等をマニュアルに反映させていたが、当該規定どおり
に事務処理を行わなかったため、結果としてミスが発生した。 
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３ 評価結果 
（１）全庁的な内部統制 

「全庁的な内部統制」に関する取組については、整備上又は運用上の重大な不備に
該当するものはないと判断したため、有効ではあるものの、以下の１項目において、
運用上の不備に該当すると判断したため、十分ではない部分があると評価しました。 

・個人情報の管理方法 
 

（２）業務レベルの内部統制 
   「業務レベルの内部統制」に関する取組については、以下の２項目において整備上

の重大な不備及び運用上の重大な不備に該当すると判断したため、有効ではないと評
価しました。 

   ・整備上の重大な不備 
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における利用者の自己負担額の 
算定誤り 

   ・運用上の重大な不備 
市ホームページにおける個人情報の不適切な取扱い 
 

 
４ その他 

他の任命権者の業務については、法に規定する内部統制の方針及び内部統制体制の
整備等の直接の対象となるものではないが、内部統制に準じた対応が可能となる点検
項目等については、同様の点検・評価を行った結果を本報告書に合わせて記載した。 

 
 
 
 
 

整備上の重大な不備 
・ 整備上の不備のうち、当該不備が著しく不適切であり、大きな経済

的・社会的な不利益を生じさせる蓋然性が高いもの。 
運用上の重大な不備 

・ 運用上の不備のうち、不適切な事項が発生したことにより、結果的
に大きな経済的・社会的不利益を生じさせたもの。 
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全庁的な内部統制に係る評価結果 

 
 附属資料の３（１）の「全庁的な内部統制」に係る評価結果の詳細に関して、次のとおり、
評価項目に対応する規定や指針等の策定状況及び運用状況を確認し、不備が無いか評価した。 

 
（１）不備の状況 
 ●個人情報の管理方法 
  複数所属から税額通知書等の印刷、発送業務等を受託していた委託先がランサムウェ

ア攻撃に遭い、本市との関係では約１５万人分の住所、氏名、税額、所得等の個人情報
が漏えいした。 

  本市においては、個人情報を取り扱う委託契約には、「豊田市個人情報取扱い（及び
情報セキュリティ）に関する特記」（以下「特記」という。）を作成し契約書へ添付する
こととしている。 

当該個人情報漏えい事案については、原因は、一義的に同社にあると捉えているが、
これを契機に、個人情報を取り扱う委託業務について全庁点検を行ったところ、市にお
いては、委託業務を監督する意識が希薄な部分があり、特記事項の趣旨を十分に理解し
ていないために、委託先における個人情報の取扱いや安全管理措置等を過信してしまっ
ているという課題が顕在化した。 

そのため、これを受けて本市では、監督義務の履行を徹底し、委託業務における個人
情報の保護に万全を期すため、個人情報漏えい事案の再発防止の方針を策定し、一部事
務を見直し、全ての職員に文書で周知徹底した。また、「個人情報漏えい事案の再発防
止の方針」に基づき、委託契約に係る特記の改正内容及びこれに準じて行う監督事務に
ついて、各所属１名参加する集合研修及び全職員を対象としたＥラーニング研修を実施
した。 

 
（２）重大な不備に係る評価 

 個人情報を取り扱う複数の委託業務において、個人情報等の受渡し等に係る規定の特
記への未記載、預けた個人情報の消去に係る必要書類の未徴収などの運用上の不備が確
認された。このことから、個人情報の取扱いに係る監督意識は不十分であると評価すべ
きものの、いずれもリスクを軽減するための事務に係る不備に留まり、「結果的に大き
な経済的・社会的不利益を生じさせた」とはいえないため、重大な不備には該当しない
と判断した。 
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○全庁的な内部統制の評価 
 
【基本的要素】統制環境 

１ ⾧は、誠実性と倫理観に対する姿勢を表明しているか。 

評価項目 整備、運用の状況 
評価 
結果 

１－１ ⾧は、地方公共団
体が事務を適正に管理及び
執行する上で、誠実性と倫
理観が重要であることを、
自らの指示、行動及び態度
で示しているか。 

・ 豊田市職員倫理条例に職員が遵守すべき職
務に係る倫理原則を定めるとともに、豊田
市職員倫理規則に倫理の保持を図るために
必要な事項を定めている。 

・ 豊田市内部統制に関する方針において、「市
民に信頼される自治体として」との記載か
ら誠実性と倫理観が重要であることを示し
ている。 

不備 
なし 

１－２ ⾧は、自らが組織に
求める誠実性と倫理観を職
員の行動及び意思決定の指
針となる具体的な行動基準
等として定め、職員及び外
部委託先、並びに、住民等
の理解を促進しているか。 

・ 豊田市職員倫理条例に職員が遵守すべき職
務に係る倫理原則を定めるとともに、豊田
市職員倫理規則に倫理の保持を図るために
必要な事項を定めている。 

・ 豊田市内部統制に関する方針を庁内外に示
すとともに、特に職員に対しては定期的に
綱紀粛正に関する通知を発出し理解の促進
を図っている。 

不備 
なし 

１－３ ⾧は、行動基準等の
遵守状況に係る評価プロセ
スを定め、職員等が逸脱し
た場合には、適時にそれを
把握し、適切に是正措置を
講じているか。 

・ 豊田市職員の懲戒処分等の指針に懲戒にお
けるプロセスを定めるとともに、行動基準
等を逸脱した場合には「標準例」に基づき
厳正に対処している。 

・ 豊田市法令遵守推進条例・規則に、職員の
職務遂行にあたっての法令遵守体制の整備
に関することを定めるとともに、公正な職
務遂行確保のための必要な措置を講ずるこ
ととしている。 

・ 豊田市職員内部公益通報処理要綱に法令違
反等に関する公益通報に必要な事項を定
め、法令遵守の推進を図っている。 

不備 
なし 

4



  

 

 

 

２ ⾧は、内部統制の目的を達成するに当たり、組織構造、報告経路および適切な権限 
と責任を確立しているか 

評価項目 整備、運用の状況 
評価 
結果 

２－１ ⾧は、内部統制の目
的を達成するために適切な
組織構造について検討を行
っているか。 

・ 豊田市事務分掌条例・規則等において、各
執行機関の⾧の権限に属する事務を補助機
関に分掌させ職務の分離を図ることで適切
な組織構造を確保している。 

・ 豊田市職務権限規程等において、各組織・
職位の役割、責任及び権限を明確にしてい
る。 

不備 
なし 

２－２ ⾧は、内部統制の目
的を達成するため、職員、
部署及び各種の会議体等に
ついて、それぞれの役割、
責任及び権限を明確に設定
し、適時に見直しを図って
いるか。 

・ 豊田市事務分掌条例・規則等において、各
執行機関の⾧の権限に属する事務を補助機
関に分掌させ職務の分離を図ることで適切
な組織構造を確保している。 

・ 豊田市職務権限規程等において、各組織・
職位の役割、責任及び権限を明確にしてい
る。 

・ 上記の条例等については、行政需要等の変
化に的確に対応し、適切な行政執行を図る
ため、適時見直すこととしている。 

不備 
なし 
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 ３ ⾧は、内部統制の目的を達成するにあたり、適切な人事管理及び教育研修を行って
いるか。 

評価項目 整備、運用の状況 
評価 
結果 

３－１ ⾧は、内部統制の目
的を達成するために、必要
な能力を有する人材を確保
及び配置し、適切な指導や
研修等により能力を引き出
すことを支援しているか。 

・ 豊田市人材活躍基本方針に基づいて必要な
人材の確保に努めるとともに、職員の適正
や経験等に基づき適正な配置に努めてい
る。 

・ 職員研修計画に基づき実施する各種研修を
通じて、職務遂行に必要な知識及び技能の
習得等による能力の向上を図っている。 

不備 
なし 

３－２ ⾧は、職員等の内部
統制に対する責任の履行に
ついて、人事評価等により
動機付けを図るとともに、
逸脱行為に対する適時かつ
適切な対応を行っている
か。 

・ 豊田市職員人事考課規程及び人事考課マニ
ュアルに、各職位に求められる能力や態度
を明示し、職務実績や発揮された能力等を
適切に評価している。 

・ 逸脱行為があった場合などは、懲戒指針に
基づき適時に対処している。 

不備
なし 
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【基本的要素】リスクの評価と対応 
 ４ 組織は、内部統制の目的に係るリスクの評価と対応ができるように、十分な明確さ

を備えた目標を明示し、リスク評価と対応のプロセスを明確にしているか。 

評価項目 整備、運用の状況 
評価 
結果 

４－１ 組織は、個々の業務
に係るリスクを識別し、評
価と対応を行うため、業務
の目的及び業務に配分する
ことのできる人員等の資源
について検討を行い、明確
に示しているか。 

・ 豊田市職員定数条例を毎年度見直し、職員
定数を明示するとともに、組織機構改正や
人事異動を通じて、業務の目的及び業務に
配分することのできる人員等の資源につい
て検討している。 

不備 
なし 

４－２ 組織は、リスクの評
価と対応のプロセスを明示
するとともに、それに従っ
てリスクの評価と対応が行
われることを確保している
か。 

・ 業務レベルの内部統制を評価するため、全
庁共通の「不備確認表」を活用しリスクの
識別・評価を明示している。 

・ 各所属における不備確認を踏まえ、内部統
制推進事務局が必要に応じて各所属に対し
てヒアリングを実施し、リスクの評価と対
応が行われることを確保している。 

不備 
なし 
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５ 組織は、内部統制の目的に係るリスクについて、それらを識別し、分類し、分析 
し、評価するとともに、評価結果に基づいて、必要に応じた対応をとっているか。 

評価項目 整備、運用の状況 
評価 
結果 

５－１ 組織は、各部署にお
いて、当該部署における内
部統制に係るリスクの識別
を網羅的に行っているか。 

・ 定期監査における過去の指摘事項や事務
ミス発生案件、業務レベルの内部統制評
価の結果を踏まえ、必要に応じた対応を
とっている。 

不備
なし 

５－２ 組織は、識別された
リスクについて、以下のプ
ロセスを実施しているか。 
1) リスクが過去に経験した
ものであるか否か、全庁的
なものであるか否かを分類
する 
2) リスクを質的及び量的
（発生可能性と影響度）な
重要性によって分析する 
3) リスクに対していかなる
対応策をとるかの評価を行
う 
4) リスクの対応策を具体的
に特定し、内部統制を整備
する 

・ リスクが過去に経験したものであるか否
か、リスクが全庁的なものであるか否か
は分類していないが、定期監査の指摘事
項や事務ミス案件等について庁内ネット
ワークを通じて職員に公開し、共有を図
っている。 

・ 豊田市事務ミス防止対応方針に基づき、
事務ミス等の未然防止等に関する事項及
びそれらが発生した場合の対応を行って
いる。 

・ 事務ミスや不祥事の発生時において、随
時、事務改善委員会等から事業所管課及
び制度所管課にマニュアル等の見直しを
指示している。 

不備
なし 

５－３ 組織は、リスク対応
策の特定に当たって、費用
対効果を勘案し、過剰な対
応策をとっていないか検討
するとともに、事後的に、
その対応策の適切性を検討
しているか。 

・ 各所管課において一定の重要性があるリ
スクに対して適切な対応策を整備してい
るとともに、内部統制推進事務局が事務
ミスの顕在化した所属等に対して自己の
状況に関するヒアリングを実施すること
で、対応策の適切性を検討している。 

不備
なし 
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 ６ 組織は、内部統制の目的に係るリスクの評価と対応のプロセスにおいて、当該組織
に生じうる不正の可能性について検討しているか。 

評価項目 整備、運用の状況 
評価 
結果 

６－１ 組織において、自ら
の地方公共団体において過
去に生じた不正及び他の団
体等において問題となった
不正等が生じる可能性につ
いて検討し、不正に対する
適切な防止策を策定すると
ともに、不正を適時に発見
し、適切な事後対応策をと
るための体制の整備を図っ
ているか。 

・ 本市で発生した事例のみならず他団体の
不祥事例について情報収集に努め、不正
等が生じる可能性を認識し、リスク対応
策を検討している。 

・ 「豊田市外部公益通報処理要綱」及び
「豊田市職員内部公益通報処理要綱」に
おいて、不適正な事案が生じた際に必要
な是正措置及び再発防止策をとることを
規定しているとともに、豊田市事務改善
委員会等により、庁内で情報共有する体
制を整備している。 

不備
なし 

 
【基本的要素】統制活動 
 ７ 組織は、リスクの評価及び対応において決定された対応策について、各部署におけ

る状況に応じた具体的な内部統制の実施とその結果の把握を行っているか。 

評価項目 整備、運用の状況 
評価 
結果 

７－１組織は、リスクの評
価と対応において決定され
た対応策について、各部署
において、実際に指示通り
に実施されていることを把
握しているか。 

・ 自己点検や事務局による評価等で発見さ
れた不備に対して、各所属で対応策を検
討するとともに、当該対応策が適切に実
施されているか、次回以降の自己点検や
事務局によるヒアリング等で確認してい
る。 

不備
なし 

７－２ 組織は、各職員の業
務遂行能力及び各部署の資
源等を踏まえ、統制活動に
ついてその水準を含め適切
に管理しているか。 

・ 各所管において統制活動が過度の負担に
ならないよう、一定の重要性があるリス
クを中心に対応している。また、必要に
応じて事務局によるヒアリング等を実施
することで統制活動の水準が確保される
ように管理をしている。 

不備
なし 
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 ８ 組織は、権限と責任の明確化、職務の分離、適時かつ適切な承認、業務の結果の検
討等についての方針及び手続を明示し適切に実施しているか。 

評価項目 整備、運用の状況 
評価 
結果 

８－１ 組織は、内部統制の
目的に応じて、以下の事項
を適切に行っているか。 
1) 権限と責任の明確化 
2) 職務の分離 
3) 適時かつ適切な承認 
4) 業務の結果の検討 

・ 豊田市事務分掌条例・規則、豊田市職務
権限規程等により、権限と責任の明確
化、職務の分離、適時かつ適切な承認を
図っている。 

・ 豊田市総合計画の基本構想に掲げる「め
ざす姿」を実現するため取組（実践計画
事業）のローリングを行うことで、施策
及び事業を定期的に評価し、事業の見直
しや事業立案について、施策推進の視点
からその必要性を判断している。 

不備
なし 

８－２ 組織は、内部統制に
係るリスク対応策の実施結
果について、担当者による
報告を求め、事後的な評価
及び必要に応じた是正措置
を行っているか。 

・ 各所属は自己点検の結果を踏まえリスク
対応策を振り返り、必要に応じて見直し
ている。 

・ 各所属による自己点検のほか、事務局に
よる評価を行い、必要に応じて見直しを
促している。 

不備
なし 
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【基本的要素】情報と伝達 
 ９ 組織は、内部統制の目的に係る信頼性のある十分な情報を作成しているか。 

評価項目 整備、運用の状況 
評価 
結果 

９－１ 組織は、必要な情報
について、信頼ある情報が
作成される体制を構築して
いるか。 

・ 「豊田市文書管理規程」において、
行政文書の作成方法等ついて規定し
ている。 

・ また、「文書事務の手引」等で、文書
の作成方法等を分かりやすく解説し
ている。  

不備なし 

９－２ 組織は、必要な情報
について、費用対効果を踏
まえつつ、外部からの情報
を活用することを図ってい
るか。 

・ 「豊田市外部公益通報処理要綱」に
基づき、外部からの情報が活用され
る体制を整備している。 

・ 包括外部監査人から監査結果の報告
を受け、指摘や意見に対する是正措
置等を講ずるなど、その情報を活用
している。 

不備なし 

９－３ 組織は、住民の情報
を含む、個人情報等につい
て、適切に管理を行ってい
るか。 

・ 「個人情報の保護に関する法律」、
「豊田市個人情報保護法施行条例」、
「豊田市情報セキュリティ基本方
針」等に基づき、適切に管理してい
る。一方、委託先の個人情報の取扱
いに係る監督意識が不十分である。 

運用上の
不備あり 
 
⇒ 
(1)不備
の状況及
び(2)重
大な不備
に係る評
価の項目
に記載の
とおり 
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 １０ 組織は、組織内外の情報について、その入手、必要とする部署への伝達及び適切
な管理の方針と手続を定めて実施しているか。 

評価項目 整備、運用の状況 
評価 
結果 

10－１ 組織は、作成された
情報及び外部から入手した
情報が、それらを必要とす
る部署及び職員に適時かつ
適切に伝達されるような体
制を構築しているか。 

・ 「豊田市文書管理規程」に基づき、内部
で作成した文書及び外部から入手した文
書を適時かつ適切に処理する体制及び手
続を構築している。 

・ 定期的に部門間及び部門内での情報共有
を目的とした会議等を実施するととも
に、庁内ネットワークシステムを活用し
て適時かつ適切な情報伝達に努めてい
る。 

不備
なし 

10－２ 組織は、組織内にお
ける情報提供及び組織外か
らの情報提供に対して、か
かる情報が適時かつ適切に
利用される体制を構築する
とともに、当該情報提供を
したことを理由として不利
な取扱いを受けないことを
確保するための体制を構築
しているか。 

・ 内部公益通報及び外部公益通報に係る通
報窓口を設置し、調査や是正措置を実施
する体制を構築している。 

・ また、職員が情報提供等を行ったことを
理由として当該職員に不利益な取扱いを
してはならないことを明確にしている。 

不備
なし 
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１１ 組織は、内部統制の基本的要素が存在し、機能していることを確かめるために、
日常的モニタリングおよび独立的評価を行っているか。 

評価項目 整備、運用の状況 
評価 
結果 

11－１ 組織は、内部統制の
整備及び運用に関して、組
織の状況に応じたバランス
の考慮の下で、日常的モニ
タリングおよび独立的評価
を実施するとともに、それ
に基づく内部統制の是正及
び改善等を実施している
か。 

・ 組織の状況や業務負担を考慮したうえ
で、各所管課において定期的に事務の自
己点検を行うとともに、事務局において
独立的な評価を実施している。 

・ 評価の過程で発見したリスクや、事務ミ
ス等により顕在化した不備については、
事務改善委員会や内部統制委員会で共有
するとともに適切に是正することとして
いる。 

不備
なし 

11－２ モニタリング又は監
査委員等の指摘により発見
された内部統制の不備につ
いて、適時に是正及び改善
の責任を負う職員へ伝達さ
れ、その対応状況が把握さ
れ、モニタリング部署又は
監査委員等に結果が報告さ
れているか。 

・ 内部統制における自己点検及び評価の過
程で発見されたリスクは、適時に是正に
取り組むよう指示するとともに、定期的
にその経過等を確認している。 

・ 定期監査等における指摘等についても、
毎年度、措置状況等を監査委員に報告し
ている。 

不備
なし 
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【基本的要素】 ＩＣＴへの対応 
 １２ 組織は、内部統制の目的に係る ICT 環境への対応を検討するとともに、ICT を

利用している場合には、ICT の利用の適切性を検討するとともに、ICT の統制を行
っているか。 

評価項目 整備、運用の状況 
評価 
結果 

12－１ 組織は、組織を取り
巻く ICT 環境に関して、い
かなる対応を図るかについ
ての方針及び手続を定めて
いるか。 

・ 「豊田市情報セキュリティ基本方針」、
「豊田市情報セキュリティ基本要綱」を
定め、高度な健全性を有した情報システ
ムを構築するため、情報セキュリティに
関する基本的な考え方を示している。 

・ また、情報セキュリティ対策に係る「共
通実施手順」を定め、職員が遵守すべき
情報セキュリティの基準（手続）を示す
とともに、定期的に職員研修及び点検を
実施することで、ＩＣＴの高度利用によ
る情報化を推進する体制を整備してい
る。 

・ さらに、情報セキュリティ基本要綱等に
従って情報資産が適切に管理運用されて
いることを確認するため、定期的に組織
内点検を実施している。 

不備
なし 

12－２ 内部統制の目的のた
めに、当該組織における必
要かつ十分な ICT の程度を
検討した上で、適切な利用
を図っているか。 

12－３ 組織は、ICT の全般
統制として、システムの保
守及び運用の管理、システ
ムへのアクセス管理並びに
システムに関する外部業者
との契約管理を行っている
か。 
12－４ 組織は、ICT の業務
処理統制として、入力され
る情報の網羅性や正確性を
確保する統制、エラーが生
じた場合の修正等の統制、
マスター・データの保持管
理等に関する体制を構築し
ているか。 
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業務レベルの内部統制に係る評価結果 
 
 附属資料の３（２）の「業務レベルの内部統制」に係る評価結果の詳細に関して、次の
とおり、そのリスクを回避・軽減する取組の状況を確認し、不備の有無を確認した。 
 
（１）確認の方法 
 ①各部局・所属における事務の自己点検 
 ②実際に生じた事務ミス案件のモニタリング 
 
（２）不備の状況 
 ①各部局・所属における事務の自己点検 
   令和６年度においては、過去の監査における指摘事項等の状況等を踏まえ、以下の

重点確認項目を選定して点検を行った。 
【上半期分】 

ア 切手等金券類 
イ 契約事務 

   ウ 収入事務 
   エ 補助金 

点検項目 
不備件数 内、重大

な不備  是正済 
ア 切手等金

券類 
月替わりやページを繰り越した際は、記載内容
や在庫を確認するとともに確認者欄へ署名（押
印も可）がなされているか。 

３ ３ ０ 

使用者と確認者が別の人物となっているか。 
管理簿の記載は、後で修正等ができないようボ
ールペン等で記載しているか。 

０ ０ ０ 

イ 契約事務 約款又は個人情報に関する特記、その他契約時
に締結した書面に記載されている、契約後に提
出を求めている書類が提出されているか。 

１８ １８ ０ 

契約ごとに、情報ＤＢ（情報ｼｽﾃﾑ課又は法務
課）にある最新の「特記作成ツール」を使用し
て、特記を作成しているか。 

４ ３ ０ 

ウ 収入事務 原符（領収書の控え）の取扱いにおいて、書き
損じた場合は領収書を切り離さず保管している
か。 

３ ０ ０ 

エ 補助金 要綱に消費税に関する記載がされているか。 １０ ５ ０ 
補助対象経費に消費税を含めない旨を要綱に記
載した補助金について、消費税額を除いて交付
決定しているか。 

０ ０ ０ 
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【下半期分】 

ア 契約事務 
イ 収入事務 

   ウ 補助金 

点検項目 
不備件数 内、重大

な不備  是正済 
ア 契約事務 監督員及び検査員が任命されているか。また、

職務権限規程において定められた任命決定者が
決定しているか。 

４ ４ ０ 

委託業務届出書には工程表が添付されている
か。 １ １ ０ 

個人情報の受渡しがある場合は、特記に、個人
情報等の受渡し及び返却等に係る条項が記載さ
れているか。 

６ ２ ０ 

再委託を認める場合は、委託業務仕様書に、再
委託ができない「主たる部分」を記載し、再委
託を認めない場合は、再委託を認めない旨が記
載されているか。 

１９ ５ ０ 

イ 収入事務 事業者等から求めがあった場合に、適切な適格
請求書が発行されているか。 ２ ０ ０ 

適格請求書を発行した場合は、適格請求書の写
しを正しい保存期間で保管しているか。 ３ ２ ０ 

ウ 補助金 要綱に定めている様式と、実際に使用している
様式が一致しているか。 ４ ３ ０ 
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②実際に生じた事務ミス案件のモニタリング 
事務ミスの内容 不適切な事項及び是正事項 

小児慢性特定疾
病児童等日常生
活用具給付事業
における利用者
の自己負担額の
算定誤り 

小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている児童
等に対し、日常生活の便宜を図ることを目的に車椅子や
特殊寝台等の生活用具を給付する「小児慢性特定疾病児
童等日常生活用具給付事業」において、利用者の自己負
担額の算定を誤り、令和３年５月から令和６年５月まで
に支給決定した１０件のうち８件（６人）に対し、本来
より少ない金額（計 65,720 円の不足）で用具を給付す
る事案が発生した。 

本件は、令和２年度の業務移管後に作成した事務マニ
ュアル上の算定方法の記述が誤っていたとともに、国の
要綱変更及び担当職員交代時に事務内容の確認を怠った
ために生じたものであり、市政の信頼を失墜させるもの
である。 

再発防止に向けて、事務マニュアルに正しい算定方法
を記載するとともに、担当内で研修を実施した。 

市ホームページ
における個人情
報の不適切な取
扱い 

補助金の決定を受けた団体の活動内容や補助申請内容
が記載されたデータにおいて、個人情報に該当する部分
を塗りつぶしたつもりが塗りつぶしの下にテキストが残
っており、個人情報が含まれたままの不適切なデータを
市のホームページへ掲載したため、６６人（１４団体）
の氏名及び住所が閲覧できる状態であった事案が判明し
た。 

本件は、担当職員の個人情報に該当する部分の黒塗り
方法の理解が不十分だったとともに、管理職等の個人情
報処理の重要性の認識不足のために生じたものであり、
個人情報を含む書類の適正な事務処理に係る市政の信頼
を失墜させたものである。 

再発防止に向けて、個人情報を含む資料を黒塗りする
際の手順及びチェックリストを作成し、担当内で研修を
実施した。また、ホームページ掲載時の全庁へ向けたマ
ニュアルに個人情報の取扱いに係る注意喚起の文言を追
記し、全庁へ周知しました。 
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（３）重大な不備に係る評価 
 業務レベルの内部統制の不備のうち、各部局・所属における事務の自己点検によって確
認した７７件の不備については、いずれも「整備上の不備のうち、当該不備が著しく不適
切であり、大きな経済的・社会的な不利益を生じさせる蓋然性が高いもの」「運用上の不
備のうち、不適切な事項が発生したことにより、結果的に大きな経済的・社会的不利益を
生じさせたもの」に該当するものでないことから、重大な不備には該当しないものと判断
した。 
 一方で、実際に生じた事務ミス案件「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業に
おける利用者の自己負担額の算定誤り」については、当該不備が著しく不適切であり、大
きな経済的・社会的な不利益を生じさせる蓋然性が高いため、整備上の重大な不備に当た
ると判断した。また、事務ミス案件「市ホームページにおける個人情報の不適切な取扱い」
については、不適切な事項が実際に発生したことにより、結果的に大きな経済的・社会的
不利益を生じさせており、運用上の重大な不備に当たると判断した。 
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豊田市内部統制に関する方針 

豊田市は、市民に信頼される自治体として、行政サービスを持続的かつ安定的に提供し

ていくため、内部統制制度を導入します。そして、組織的かつ効果的に内部統制に取り組

むことで、持続可能な行財政運営の確保に努めます。 

本市では、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５０条第２項に基づき、取組の

基本的な考え方として、「内部統制に関する方針」を次のとおり定め、今後は、この方針

に基づき内部統制体制の整備及び運用を行います。 

 

１ 内部統制の目的及びその取組 

（１）財務等事務の公正な執行の確保 

会計事務などの財務に関する業務において、リスクを把握しつつ、適正なルールの

運用を行うことで、予算、決算等による財務報告等の信頼性を確保するとともに、そ

の情報の適切な保存及び管理に取り組みます。 

（２）業務に関わる法令等の遵守 

職員一人一人が業務に関わる法令その他の規範を理解し、遵守して適正に業務を執

行するとともに、組織としてチェックできる体制づくりに着実に取り組みます。 

（３）業務の効率的かつ効果的な遂行 

事務事業の業務プロセスを常に検証・見直し、改善をすることで、効率的かつ効果

的な業務執行に取り組みます。 

（４）資産の保全 

市が保有する財産を適正に管理するために、正当な手続に基づく取得、使用、処分

等を行うことで、その保全に取り組みます。 

 

２ 内部統制の対象とする事務 

（１）財務に関する事務 

（２）その他市長が必要と認める事務 

 

３ 施行期日 

  令和３年４月１日 

 

令和３年３月１９日                             

豊田市長 太田 稔彦 
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（２）豊田市内部統制に関する推進体制 
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